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Ⅵ．リース取引に関する注記  

 （単位：百万円） 

当連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．借主側 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

１．借主側 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 

 １ 年 内 2,215   １ 年 内 2,271  

 １ 年 超 2,862   １ 年 超 4,271  

 合  計 5,077   合  計 6,543  

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

(3)支払リース料、減価償却費相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額 

 支払リース料 2,360   支払リース料 2,494  

 減価償却費相当額 2,360   減価償却費相当額 2,494  

        

(4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  

 

 

 

 取 得 価 額 

 

相 当 額 

減 価 償 却 

累 計 額 

相 当 額 

期 末 残 高 

 

相 当 額 

電気事業 

固定資産 
8,638 4,578 4,059 

その他の 

固定資産 
2,269 1,251 1,018 

合 計 10,907 5,829 5,077 

 取 得 価 額 

 

相 当 額 

減 価 償 却 

累 計 額 

相 当 額 

期 末 残 高 

 

相 当 額 

電気事業 

固定資産 
9,131 3,738 5,393 

その他の 

固定資産 
2,489 1,338 1,150 

合 計 11,620 5,077 6,543 



- 22 - 

 （単位：百万円） 

当連結会計年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日 

前連結会計年度 
自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 

２．貸主側 

(1)リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

２．貸主側 

(1)リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

  

(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 

 １ 年 内 23   １ 年 内 14  

 １ 年 超 42   １ 年 超 33  

 合  計 65   合  計 48  

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高及び見積り残存価額の残高の合計

額が営業債権の期末残高等に占める割合が低いた

め、受取利子込み法により算定しております。 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高及び見積り残存価額の残高の合計

額が営業債権の期末残高等に占める割合が低いた

め、受取利子込み法により算定しております。 

(3)受取リース料及び減価償却費 (3)受取リース料及び減価償却費 

 受取リース料 19   受取リース料 15  

 減価償却費 13   減価償却費 12  

        

  

 

 
取 得 価 額 

減 価 償 却 

累 計 額 
期 末 残 高 

その他の

固定資産 
75 46 28 

合  計 75 46 28 

 

 
取 得 価 額 

減 価 償 却 

累 計 額 
期 末 残 高 

その他の

固定資産 
58 35 22 

合  計 58 35 22 

 


